
宮城県保健福祉部健康推進課

宮城県における
たばこ対策について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇　本日は，このような機会をいただき感謝する。〇　本日は，「宮城県におけるたばこ対策について」について紹介させていただく。



塩分過剰
【男性】 H28:全国ワースト １位
【女性】 H28:全国ワースト１３位

肥満が多い
【男性】 H28:全国ワースト４位

（H24:ワースト7位）
【子供】 H29:全国ワースト２位

（小学１年男女）

喫煙者が多い
２１．１％（男女計）
H28:全国ワースト ９位

歩かない人が多い
【男性】 H28:全国ワースト７位

（H24:ワースト１位）

メタボが多い
（該当者及び予備群の割合）
H26-28:全国ワースト３位
（H20-25:ワースト２位）

脳血管疾患が多い
（年齢調整死亡率が全国平均より高い）
【成人男性】 H27:全国ワースト１３位
【成人女性】 H27:全国ワースト１１位

「平成24，28年国民健康・栄養調査結果」（厚労省）
「平成28年国民生活基礎調査」（厚労省）
「H29学校保健統計調査」（文科省）
「特定健康診査・特定保健指導に関するデータ」（厚労省）
「H27都道府県年齢調整死亡率の概況(厚労省）

写真提供：河北新報社 ・ 仙台放送
（みやぎカイゼンプロジェクト）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
〇　まずはじめに，県民の健康課題をまとめたものであるが，肥満，メタボ，脳血管疾患，塩分過剰，歩数が少ない等，健康課題は非常に多い状況にある。　〇　例えば，喫煙が高リスクとなるメタボリックシンドロームの該当者や予備群の割合は，平成２０年度から９年連続で全国ワースト３位以内が続いている。〇　また，喫煙に関連する疾患の一つである，脳血管疾患の年齢調整死亡率が高く，男女とも全国平均を上回る状況にある。○　中でも喫煙率は，平成28年度の国民生活基礎調査によると，21.1％で全国ワースト9位にあり喫煙者が多い状況にあることが分かる。



出典：平成28年国民生活基礎調査

@宮城県・旭プロダクション

順位 男女計 男 女
１ 北海道 24.7% 青森 36.6% 北海道 16.1%
２ 青森 23.7% 岩手 36.6% 青森 12.3%
３ 岩手 22.6% 佐賀 36.2% 群馬 11.0%
４ 福島 22.3% 北海道 34.6% 神奈川 10.9%
５ 群馬 21.9% 福島 34.4% 千葉 10.9%
６ 栃木 21.9% 茨城 34.2% 福島 10.8%
７ 茨城 21.6% 秋田 34.2% 大阪 10.8%
８ 佐賀 21.5% 栃木 33.6% 埼玉 10.7%
９ 宮城 21.1% 群馬 33.4% 栃木 10.7%
10 千葉 21.0% 宮城 33.4% 岩手 10.1%
11 埼玉 20.8% 福岡 33.3% 宮城 9.9%

全国平均 ― 19.8% ― 31.1% ― 9.5%

男女ともに喫煙率が高い！！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　県民の喫煙率について○　男性は33.4％で全国ワースト10位，女性は9.9％で全国ワースト11位と，男女ともに全国比較でも喫煙率が高い状況にある。



○喫煙は動脈硬化の危険因子であることが証明されています。
○喫煙することによって、血中の中性脂肪、悪玉コレステロール量が上昇することも
示唆されています。

○生活習慣病やメタボリックシンドロームの予防には禁煙が必須です。
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○男性の喫煙者は、減少傾向
にありますが、現在も全体の
３７．０％が喫煙者であり、
男女ともに４０代で最も高く、
男性は５２．５％と半数を超
えています。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　県民の喫煙の状況について○　平成28年県民健康・栄養調査によると，男性の喫煙者は減少傾向にあるが，現在でも全体の37％が喫煙者であり、年代別では男女ともに40代で高く，特に男性では半数を超えている。（女性の喫煙者は，平成22年が12.0％，平成26年が11.7％，平成28年が11.1％と男性と同様に減少傾向にある）



• H22と比較し，
男性は3.7ポイ
ント，女性は
0.9ポイント減
少した。
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【第2次みやぎ２１健康プラン目標値(令和4年度）】

成人総数 12％
成人男性 20％
成人女性 6％

出典：平成28年県民健康・栄養調査

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　本県では平成25年3月に第2次みやぎ21健康プランを策定し，平成22年に25.5％であった成人の喫煙率を，令和4年度までに12％とする目標を掲げている。○　プランの中間評価においては，平成28年は平成22年と比較して，現在習慣的に喫煙している者の割合は，男性で3.7ポイント減少，女性は0.9ポイント減少したが，大きな変化は見られておらず，喫煙している者のうち，たばこをやめたいと思う人の割合は，平成22年と比べて男性は少なくなっており，効果的な対策が急務となっている。○　また，同プランでは，喫煙の健康影響に関する知識の普及も目標としているが，脳卒中に関しては58.0％の方が健康影響があると答えるにとどまっている。肺がんやCOPDについては，喫煙者は非喫煙者に比べて，かかりやすくなると回答した人の割合が低く，知識の普及も同様に必要である。



平成２７年度特定健診質問票標準化該当比【協会けんぽ＋市町村国保】

現在、たばこを習慣的に吸っている

【男性】 【女性】

※宮城県：１００

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　また，最近の調査において，県の中での喫煙率には地域差があることが分かってきた。○　これは，特定健診の質問票で，「たばこを吸っている」と回答した人の割合を県平均と比べたものである。○　図のとおり，平成27年度では，男性は主に，県北・沿岸部地域で喫煙率が高いことがうかがえる。○　女性は，石巻・仙南圏域で喫煙率が高いことがうかがえる。



平成２８年度特定健診質問票標準化該当比【協会けんぽ＋市町村国保】

現在、たばこを習慣的に吸っている

【男性】 【女性】

※宮城県：１００

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　こちらは翌年の平成28年度の状況である。平成27年度と比較して，その傾向に大きな変化はない。○　これらから，喫煙率の高い地域ではより喫煙対策を重点的に取組む必要があると考えられる。



保健所市町

医療機関

民間
事業者

連携会議（打合せ）の

様子

地域の特性にあわせた取組の実施

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　喫煙率が高い石巻圏域での喫煙対策の取組を紹介する。○　石巻圏域では，保健所を中心として，いしのまき・スマート・プロジェクトを立ち上げ，医療機関・市町・民間事業者等と連携し，地域の特性に合わせた取組を実施している。○　写真は連携会議の様子であり，喫煙率が高いといった，地域の健康課題に対して，どのような取組が必要か各立場から話合いを行っている。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　一例として，新聞での連載記事を掲載し，啓発を行った。○　こちらは，石巻日日（ひび）新聞に掲載した記事である。喫煙とメタボの関係や循環器疾患の発症リスクについて掲載している他，禁煙外来や禁煙支援薬局の紹介も行っている。



禁煙外来の紹介

防煙教育について

禁煙支援薬局
について

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　こちらは，石巻かほく新聞の連載記事である。○　石巻赤十字病院の協力を得て，禁煙外来の紹介や防煙教育についての記事を掲載した他，石巻薬剤師会の協力のもと，禁煙支援薬局についての記事を掲載し，禁煙に関する啓発を行った。



イベントでの啓発

企業への禁煙出前講座

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　また，各市町や石巻薬剤師会等のイベントとタイアップし，喫煙の健康影響についての啓発を行った他，企業に出向いて禁煙の出前講座を実施している。○　これら以外にも，呼気中一酸化炭素測定濃度測定のためのスモーカライザー貸出を実施するなど，幅広い喫煙対策を行っている。



県ホームページでの情報発信

禁煙治療に保険が適用できる医療機関
禁煙支援薬局等の情報発信

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　県全体の取組としては，機会をとらえて，たばこの健康影響に関するパネル展示などの啓発を行っている。今年度も，5月31日から6月6日の禁煙週間に合わせて，禁煙みやぎさんに御協力いただき，県庁2階回廊にてパネル展示を行う予定としている。○　また，県ホームページ等を用いた情報等の発信を行っており，禁煙みやぎさんのホームページにリンクして禁煙治療に保険が適用できる医療機関の紹介や，県薬剤師会さんのホームページにリンクして禁煙支援薬局の紹介をしている。



第２次みやぎ２１健康プラン

重点項目

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　続いて，宮城県の受動喫煙防止対策について紹介する。○　第2次みやぎ21健康プランにおける重点的に取組む項目として，歩こう！あと15分，減塩！あと3gに加えて，めざせ！受動喫煙ゼロをスローガンとして掲げた。



• 受動喫煙の機会を
有する人の割合は，
職場では改善がみ
られたが，家庭や
飲食店ではほとん
ど変わらなかった
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出典：平成28年県民健康・栄養調査

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　受動喫煙の状況について。○　平成28年の県民健康・栄養調査では，受動喫煙を有する人の割合は，平成22年度と比較し，職場では改善がみられたが，依然として高い割合にある。○　また，家庭や飲食店においてはほとんど変化が見られなかった。



 飲食店等が受動喫煙防止に取り組み，受動

喫煙による健康影響から県民を守る環境づ

くりを推進するため，受動喫煙防止対策を

講じている施設を公表し，県民の健康づく

りを支援する環境整備を行うもの。

平成27年9月創設

登録施設数
１，１３１施設（H31.4.1現在）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　宮城県の受動喫煙防止対策の取組について紹介していく。○　飲食店等が受動喫煙防止に取り組み，受動喫煙による健康影響から県民を守る環境づくりを推進するため，受動喫煙防止対策を講じている施設を公表し，県民の健康づくりを支援する環境整備を行うことを目的に，平成27年9月に，受動喫煙防止宣言施設登録制度を創設した。○　この制度は，仙台市，全国健康保険協会宮城県支部と共同で実施し，全国初の取組であった。○　敷地内禁煙または建物内禁煙の施設が登録対象となっている。約3分の2の施設が建物内禁煙で登録されている。○　宣言施設では，主に事業所や薬局からの登録が多く，半数以上を占めている。○　宣言施設には，登録書とステッカーを送付し，4月1日現在，1,131施設が登録されている。



9月１日から９月７日まで

◆県民全体が受動喫煙の問題について関心を持ち，未来を担う人々の
健康を守るため，受動喫煙防止対策を推進していくことを目的とし
ています。

◆多くの団体や機関など関係者と協働で，受動喫煙防止のための広報
啓発活動など種々の取組を集中的に実施し，連携強化を図るもの。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　また，県民全体が受動喫煙の問題について関心を持ち，未来を担う人々の健康を守るため，受動喫煙防止対策を推進していくことを目的に，9月1日から9月7日までを「みやぎ受動喫煙ゼロ週間」と定めている。○　取組として，受動喫煙防止について，県庁ロビーにおけるパネル展示や，各市町村広報での記事の掲載を行い，啓発を行っている。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　また，御存知の通り，平成30年7月に，望まない受動喫煙の防止を図るため，「健康増進法の一部を改正する法律」が公布され，国において受動喫煙対策が強化されることとなった。



望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該
施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原
を有する者が講ずべき措置等について定める。

【基本的考え方 第１】「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる現状を踏まえ、屋内において、

受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないようにすること
を基本に、「望まない受動喫煙」をなくす。

【基本的考え方 第２】受動喫煙による健康影響が大きい子ども、患者等に特に配慮
子どもなど20歳未満の者、患者等は受動喫煙による健康影響が大きいことを考慮し、こうし

た方々が主たる利用者となる施設や、屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。

【基本的考え方 第３】施設の類型・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや、受

動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義
務付けなどの対策を講ずる。
その際、既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについては、事業継続に配慮

し、必要な措置を講ずる。

改正の趣旨

健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号）概要

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　健康増進法の改正の趣旨としては，大きく３つあげられている。○　一つは，屋内において，受動喫煙にさらされることを望まない者がそのような状況に置かれることのないよう，「望まない受動喫煙をなくす」ことである。○　二つ目は，20歳未満の者や患者等の受動喫煙による健康影響が大きい者に対して，受動喫煙対策を一層強化し配慮していることである。○　三つ目は，「望まない受動喫煙をなくす」という観点から，施設の類型・場所ごとに必要な対策を実施することである。



「受動喫煙を有する人の割合」の指標を，すべて0％に

指標項目
基準値
(H22)

直近値
(H28）

目標値
（策定時）

（H34）

目標値
（中間評価時）

(H34）

新目
標値
(H34)

受動喫煙
の機会を
有する人
の割合の

低下

家庭
（毎日）

17.6% 17.8% 3% 3%

0％
職場
（毎日・
時々）

41.7% 37.6%
受動喫煙の

ない
職場の実現

0%

飲食店
（毎日・
時々）

40.3% 40.4% 10% 今後設定

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　本県では，「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されたことを踏まえ，第2次みやぎ21健康プランにおける受動喫煙防止対策に係る指標項目の目標値の見直しを行った。○　「受動喫煙の機会を有する人の割合」の指標を，平成29年度の中間評価時では「家庭」3％，「職場」0％，飲食店は今後設定としていたが，「家庭」「職場」「飲食店」のすべてにおいて，0%とし，受動喫煙防止対策を強化していくこととした。
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開

宮城県受動喫煙防止ガイドラ
イン（改定）による具体的な

方策の推進
• 子どもや妊婦等を受動喫煙から

守るための取組の推進
• 職場の受動喫煙防止の推進及び

支援
• 受動喫煙対策現況調査の実施

社
会
環
境
の
整
備

改
善
意
識
の
向
上

• 正しい知識の啓発
• 広報などの積極的な実施
• 喫煙及び受動喫煙等の健康影

響等の理解の促進

• 医療機関，薬局等と禁煙支援体
制の情報提供の充実

• 禁煙教育等に関わる保健指導従
事者等の質の向上

健康増進法の円滑な
施行

• 望まない受動喫煙防
止対策の総合的・効
果的な推進

• 施設等の管理権原者
等への相談・指導の
実施

受動喫煙防止宣言
施設登録制度によ
る先進施設の紹介
• 自ら建物内・敷

地内禁煙に取り
組む施設の増加

• 優良取組事例の
紹介，普及

喫煙と受動喫煙等の健康影響の啓
発・普及（知識・意識の向上）

禁煙サポートの充実（相談と
体験の場の提供）

受動喫煙防止対策の強化

望まない受動喫煙のない社会の実現

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　今年度の受動喫煙防止対策として，2020年4月に完全施行される，改正健康増進法の基準遵守の徹底及び円滑な施行を目指し，各施設等へ法の周知を行っていくこととしている。○　加えて，「宮城県受動喫煙防止ガイドライン」を改定し，具体的な方策を推進する。○　受動喫煙防止宣言施設登録制度による先進的な取組施設の紹介等による社会環境の整備を行うとともに，喫煙と受動喫煙等の健康影響の啓発　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など，受動喫煙防止対策の強化を図る。



各地域を通した喫煙
対策の実施

未成年者の喫煙防止指導
者研修会を開催

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○　また，今年度における喫煙対策としては，未成年等の喫煙防止指導者研修会の開催や，保健所や市町村等の各地域を通した喫煙対策にきめ細やかに取組む等により，喫煙の健康影響に関する知識及び意識の向上や，禁煙サポートの充実を図ってまいりたい。○　これらの取組により，喫煙率のさらなる減少を推進していくとともに，望まない受動喫煙のない社会の実現を目指してまいりたい。　
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